
シルバーリハビリ体操教室情報　いつまでも自分らしく生活するためのリハビリ体操教室です
■所町民会館■時毎週木曜13：30～14：30※９月23日㈭休み
■所熊野東防災交流センター■時毎週木曜日10：00～11：00※９月23日㈭休み
■所くまの・みらい交流館Ａ■時毎週金曜日13：30～14：30　くまの・みらい交流館Ｂ■時毎週火曜日13：30～14：30
■所西部地域健康センターＣ■時毎週月曜日13：30～14：30※９月20日㈪休み

 保険・年金・福祉

療育手帳の交付のための判定会の予約方法が変わります

ジェネリック医薬品を利用しましょう

　令和３年10月以降に開催される判定会から、判定予約の電話番号が変わります。
　新規交付を希望する人や令和３年10月以降に更新判定を予定している人はご注意ください。
【令和３年９月末まで】
○町内の更新判定会の予約
　社会福祉課☎820－５６３５
○新規、その他の更新判定会の予約
　広島県西部こども家庭センター☎254－０３８１

【令和３年10月から】
○新規および更新判定会の予約
　予約専用ダイヤル‥☎400－９０１０
　予約受付時間‥９：00～17：00月～金曜日（祝日を除く）

　ジェネリック医薬品を利用することは、医療の質
を落とさずに自己負担を軽くするだけでなく、医療
保険の負担分を含めた医療費全体を抑えることにつ
ながります。ジェネリック医薬品を使ってみようと
思ったら、病院や診療所などの医療機関を受診した
とき医師や薬剤師に相談してみましょう。
■問税務住民課保険年金グループ
　☎820－５６０４　 855－０１５５

保険・年金・福祉

介護保険制度ってどうなってるの？
～地域包括ケアシステム推進に向けて～（10）

◆要介護認定～申請から介護サービスの利用まで～
　介護サービスを利用するためには、まずは要介護認定を受ける必要があります。
　申請からサービス利用開始までの流れをご紹介します。

「サポートファイル」を配布しています

　障害のある子どもの保護者が、子どもの日々の様子や病院、学校、福祉施設などで受けた支援内容を
「記録・保管」し、関係機関に説明する際に活用する「サポートファイル」を配付しています。
■対知的障害・発達障害などがあり支援が必要な人の保護者（療育手帳の有無は問いません）
■問社会福祉課　☎820－５６３５

▷サポートファイルとは
　保護者が子どもとの日々の関わりや病院、福祉施設、保育
園、学校などで受けた支援内容などを書き綴り、「記録・保管」
する広島県内統一のファイル形式の記録ノートです。
　サポートファイルを関係機関へ提示することで、「正確な情
報の伝達」が図られ、子どもが乳幼児期、学齢期、青年・成
人期のライフステージを通して、一貫したより良い支援が受
けられるようにするためのものです。

▷サポートファイルに記入できる内容
　・生育歴など支援の基本となる情報
　・睡眠、食事など支援の際の各時期の特性を考慮した情報
　・アレルギーなど緊急時の対応に必要な情報　　など

▷サポートファイルの特徴
　① 障害のある人の成長過程、支援内容など、過去から現在
にかけての本人に関する情報の整理が可能となり、詳細
かつ正確な情報が伝わります。

　② 保護者が病院、学校、福祉施設などで同じ説明を繰り返
し行わなければならない状況の改善につながります。

　③ 保護者の監護能力が低下し、または死亡したときなどに、
支援者に対し必要な情報提供ができます。

　④ 障害のある人の理解の促進につながり、本人をとりまく
生活環境が変わっても、地域生活における一貫した継続
的な支援が受けられます。

　サポートファイル提示の協力機関
には、上記のシールが入口などに
貼ってあります。

■問高齢者支援課　☎820－５６０５

①申請
　高齢者支援課に申請します。
○必要なもの
　介護保険被保険者証（65歳以上の人）
　医療保険証（40歳以上65歳未満の人）

②要介護認定

　

③認定結果の通知
　結果（認定区分）は次の８通りがあります。
　非該当‥要支援や要介護と認められなかった人
　要支援１、２‥介護予防サービスが利用できます。
　要介護１～５‥介護サービスが利用できます。

④介護サービスの利用
○在宅でサービスを利用したい人
　要支援１、２の人
　　⇒地域包括支援センターに連絡
　要介護１～５の人
　　⇒ 居宅介護支援事業所（ケアマネ

ジャーがいる事業所）に連絡
○施設入所をしたい人
　入所したい施設を選び、直接申込・契約。

⑤再認定
　要介護認定には有効期間があります。引
き続き要介護認定を受ける場合は、有効期間
満了日の60日前から、更新申請をすること
ができます。また、期間内に認定区分の変更
申請をすることができます。

○認定調査
　調査員による聞き取り

○主治医意見書
　医師により作成

○認定審査会
保健・医療・
福祉の専門家
による審査

介護サービスが利用できる人

○65歳以上の人（第１号被保険者）
　介護や支援が必要となった人
○40歳以上65歳未満の人（第２号被保険者）
　特定の病気がもとで介護や支援が必要と
　なった人で医療保険に加入している人

■問社会福祉課　☎820－５６３５
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